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２－１．須坂市 

No. 1 須坂市 

 

1. 取組の全体像 

１．自治体の概要 

① 自治体名 須坂市 ② 担当部局名 
総務部 政策推進課 
健康福祉部 福祉課 

③ 人口 49,776（人）＜2023.1/住民基本台帳登録人口＞ 

④ 
自治体内 

連携 

庁内連携部局 
総務部（総務課、政策推進課）、健康福祉部（福祉課、高齢者福祉課、健
康づくり課）、社会共創部（人権同和・男女共同参画課）、産業振興部
（産業連携開発課）、教育委員会（学校教育課、子ども課） 

庁内連携内容 
※会議体、情報
共有 

 「須坂市地域福祉計画策定推進作業班会議」の中で、「地方版孤
独・孤立対策官民連携プラットフォーム」に加えるべき外部団体等
に関する意見交換や、孤独・孤立対策の方針について議論を実施 

２．形成をめざす地方版連携 PFの姿 

① 

従前の 

 
 
※重層の取
組、外部
組織連
携、地域
コミュニ
ティ形成
等 

・ 地域における人々のつながり・社会関係資本の継承に向けた取組を実施。その他、妊
娠期から切れ目のない支援を行うことで、産後の母親のメンタルヘルスを向上させ、
産後うつを防止する取組である、母子健康システムの「須坂モデル」等も構築。また
個々の分野では、「自殺予防対策連絡会議」や「虐待被害者等支援対策連絡協議会」
等の会議体を設置している。 

 以前から取り組んでいたこと ＰＦ構築に向けて取り組んだこと 

調査 

・ 日本大学法学部と協力し、
「多世代が安心して暮らせる
地域づくりに向けた調査」を
平成 20、30年に実施。 

・ 令和 2年に「地域福祉に関
する市民意識調査」を実施。 

・ 試行的事業として「須坂市 
人々のつながりに関するアンケ
ート調査」を実施。 

構想・方針 

・ 孤独・孤立に特化した調査を
実施し、PFにて孤独・孤立
対策となる取組や支援の対
象等について協議。 

・ PF立ち上げ前に、目的意識や
新たに参加してもらうべき外部
団体等について議論するため
の準備会を開催。 

体制 
・ 総務部 政策推進課、健康福

祉部 福祉課が中心となり、
関連部局等と連携。 

・ PFに新たに参加してもらうべ
き外部団体等について検討。 

評価・検証等 
・ 前掲の「多世代が安心して暮

らせる地域づくりに向けた
調査」等で経年変化を把握。 

・ 前掲「須坂市 人々のつながり
に関するアンケート調査」内で
相談窓口の認知度等も把握。 

② 

実現したい

状態 
 
※構築する
仕組み/
支援対象
の住民を
取り巻く
環境 

・ 市民の孤独・孤立に関する状態が把握されており、それに基づいて、孤独・孤立に陥
りやすい属性や、孤独・孤立に陥っている人に対する支援等を検討できる。 

・ 市内の孤独・孤立に関する関係者や取組、相談窓口等の情報が整理され、潜在層へ
の情報提供のあり方や今後の支援体制検討のための課題や資源等が整理されてい
る。 

３．地方版連携 PFにおける連携体制 

① 
連携先 

支援団体名 

・ 須坂市社会福祉協議会、須坂市生活就労支援センター、株式会社ドリームシード、須
高地域総合支援センター、須坂市民生児童委員協議会ほか 

選出・打診時の
工夫 

・ 地域福祉計画策定推進作業
班会議メンバーから連携先
についての意見を募集 

協議体 
（既設/新設） 

新設 

② 
支援団体と

の連携内容 

・ 孤独・孤立に関する情報共有・意見交換等。 

・ 次年度以降も継続して情報共有、支援体制のあり方等について検討を行う。なお、
今後、孤独・孤立対策を進める上で連携が必要な団体があれば随時追加していく。 
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４．PF連携による価値や工夫＿考え方 

・ 地域福祉計画策定推進作業班会議メンバーに教育委員会各課や社会福祉協議会も含まれており、孤独・
孤立に関する問題意識も有していると考えられるため、まずは当該会議メンバーを母体に PFを組成。関
係者の議論も踏まえ、さらなる外部団体等も追加。 

・ まずは市内のリソースや現状を把握するという意図のもと、全国調査の調査票をベースに、市内で独自
調査を実施。市の相談窓口の認知度等も独自に設問に追加するとともに、並行して市内のリソースも一
覧化することで市の実情を整理。 

・ 現状把握・方針策定の段階から外部団体・有識者を交えて PFにて議論。 

 

 

◆詳細情報：当該自治体における従前の取組 

 

【地域福祉計画策定推進作業班】 

 須坂市の地域福祉計画の検討を行う作業班。それぞれの計画との整合性を図り、市民アンケート実

施等により住民ニーズを把握し、地域福祉計画の内容等について検討することなどが主な役割。 

 メンバーには、庁内関係課のほか、教育委員会各課や社会福祉協議会も含まれている。 

 

図表 須坂市「地域福祉計画策定推進作業班」メンバー 

 

出所）須坂市「第 3 次須坂市地域福祉計画・第 4 次須坂市地域福祉活動計画」 
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【母子健康システム「須坂モデル」】 

◼ 妊娠期から切れ目のない支援を行うことで、産後の母親のメンタルヘルスを向上させ、産後うつを

防止する取組。 

◼ 保健師が妊娠届を出した全ての妊婦を対象に面接を行い、心理社会的アセスメントを行う。そのう

えで、心理社会的リスクのある親子に対して、多職種が協働してケース会議やフォローアップを行

う。 

◼ 「須坂モデル」により、産後の母親のメンタルヘルスが統計的に有意に向上することが明らかにな

っている。 

 

図表 母子健康システム「須坂モデル」概要 

 

出所）国立成育医療研究センターホームページ 
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【自殺予防対策連絡会議】 

◼ 自殺に関する理解を進めるため相談者の抱える問題に早期に気づき、適切な相談窓口につなげられ

るようネットワークの構築と自殺予防の啓発活動を進めるための会議。 

◼ 行政機関と社会福祉協議会、医療関係者、市内企業団体、警察、ハローワーク、弁護士などで構成

し各分野の取組や課題を共有。ひきこもり部会も設置して庁内関係課で支援者の状況確認し途切れ

ない支援体制を検討している。また、自殺未遂者対策として、行政、病院、消防とも事例検討し対

策を講じている。 

 

図表 須坂市「自殺予防対策連絡会議」構成メンバー 

 

出所）須坂市「第 3 期須坂市自殺予防対策計画 いのちつなぐ須坂市自殺予防対策計画」 
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【虐待被害者等支援対策連絡協議会】 

◼ 虐待の未然防止や早期発見、被害者と養護者への早期対応・自立支援を行うための協議会。 

◼ 児童虐待だけでなく DV、高齢者、障がい者虐待も対象にして、地域関係者（司法、教育医療、民

生、児相、高齢、障がい）で協議会を設置している。 

 

図表 須坂市「虐待被害者等支援対策連絡協議会」イメージ図 

 

出所）須坂市「第 3 次須坂市地域福祉計画・第 4 次須坂市地域福祉活動計画」 
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2. 連携 PF イメージ 

５．連携プラットフォームのイメージ図 
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◆詳細情報：連携プラットフォームの内容説明 

（前頁の「連携プラットフォームのイメージ図」に対応） 

 

【取り扱う問題】 

 引きこもりや虐待等の特定の事象、あるいは高齢者や障がい者等の特定の対象については、これま

で健康福祉部をはじめとする関連部局による取組でカバーされてきた。そのため、「孤独・孤立」を

新たな問題として捉え、対象等についても改めてプラットフォームにて検討する。 

 その際、「孤独・孤立によって問題が深刻化する」、「孤独・孤立を防ぐことで問題が深刻化すること

を避けられる」といった予防的観点も念頭において検討を行う。 

 

【背景・方針】 

 関連する会議体のうち特に重要なものとしては、「須坂市地域福祉計画策定推進作業班会議」があ

る。これは主には地域福祉計画策定のための会議だが、その後の取組のモニタリング等の役割も担

っている。プラットフォームは、本会議参加メンバーをベースに組織する。 

 その他個別分野における会議体としては、「須坂市自殺予防対策連絡会議」「須坂市生活困窮者自立

支援連携調整会議」「虐待被害者等支援対策連絡協議会」等がある。 

 上記の通り、引きこもりや虐待等の特定の事象、あるいは高齢者や障がい者等の特定の対象につい

ては、これまで健康福祉部をはじめとする関連部局による取組でカバーされてきた。 

 そのため「孤独・孤立」を新たな問題として捉え、対象等についても改めてプラットフォーム内で

検討する。 
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3. 試行的事業一覧 

６．本年度に取り組む試行的事業の概要 

試行的事業の 

ポイント・工夫 

・ 市や市社会福祉協議会等が行ってきた、地域のつながりをつくる取組のノウハウを
孤独・孤立対策に援用することも検討 

・ 市の独自アンケート調査を実施し、その結果をベースに具体的な孤独・孤立対策を
検討 

・ 現状把握・方針策定の過程から外部団体・有識者を交えて PFにて議論 

 事業名称 事業内容 目的/期待効果・KPI 実施時期 発注先 

① 

須坂市版孤

独・孤立実態

調査（人々の

つながりに関

するアンケー

ト調査） 

・ 市民（満 16 歳以
上）を対象とした実
態調査 

・ 標本抽出によるア
ンケート調査 

・ アンケート調査の
母数は 2,000 件
で、業務委託先を
通じて回収 

・ アンケートはオンラ
イン回答併用方式 

・ 個別の福祉分野で支援が
行き届いていない点、現
行の支援体系で対応不十
分な点の検討。 

・ 上記課題をもとに、今後
の孤独・孤立対策として
有効な方向性や支援手法
を検討。 

・ 分析結果を民間団体や支
援関係者に共有し、今後
の対策方向性を検討。 

✓ 11 月-12
月：設問設
計 

✓ 1 月：アン
ケ ー ト 期
間 

✓ 2 月 ： 集
計、分析 

特定非営
利活動法
人 SCOP 

成
果
検
証
結
果 

・ 有効回答数799件
（ 有 効 回 収 率
40.0％） 

② 

協議会開催

による市課

題の検討 

• ２回程度の協議会
開催 

• 構成は既存の協議
会（地域福祉計画策
定推進作業班会議
メンバー）をベース
に検討 

• １回目（12月）は協
議会の目的の共有・
実態調査の概要（調
査項目等）の報告を
実施 

• ２回目（2月）では
調査結果の共有・意
見交換を実施 

・ 国の孤独・孤立対策の概
要や調査を通して把握し
た須坂市における課題等
の共有。 

・ 相談支援マップ等の検
討。 

・ 次年度に向けた市独自の
孤独・孤立対策事業の方
針検討。 

✓ 12 月： １
回目開催 

✓ 2 月：２回
目開催 

同上 

成
果
検
証
結
果 

・ 前身を含め協議会
を２回開催 

③ 

孤独・孤立対

策相談支援

マップ作成 

 「孤独・孤立対策」の
概要が分かる支援
マップを作成。 

 行政や民間の支援
機関（支援体制）の
マップ化に加え、孤
独・孤立の要因や課
題を一覧化できる
ようなマップをイメ
ージ。 

・ 庁内や庁外のリソースの
把握・可視化。 

・ 将来的には、市民への孤
独・孤立対策事業の周知
への活用も検討。 

✓ 1月：マッ
プの素案
作成 

✓ 2月：マッ
プの検討・
作成 

✓ 4月以降：
公表、配布
等 

同上 
成
果
検
証
結
果 

・ 作成したマップを協
議会にて共有・検討 
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④ 

孤独・孤立対

策や相談体

制等の市民

周知 

 調査結果等も活用
し、住民周知を行
う。 

 要支援者のみなら
ず、市民にとって
最も身近な相談者
への周知も重視。 

 具体的な方法とし
ては、定例記者会
見にて報道機関向
けの発表を行う、
その他広報誌や市
HP等にて市民向
けの周知を行う。 

・ 市が孤独・孤立対策に取
り組み、相談しやすい体
制づくりを目指している
ことの周知。 

・ 須坂市の特色である「地
域のつながり」の強さを
生かし、孤独・孤立対策の
周知浸透を図る。 

✓ 2月：報道
発表 

✓ ３月：HP
や広報誌
等への掲
載（孤独・
孤立対策
事業の概
要やアン
ケート調
査結果な
ど） 

― 

成
果
検
証
結
果 

・ 報道発表内容の誌
面掲載 

７．次年度以降に向けた事業等の案 ※PDCAサイクルに照らして次年度以降に取り組んでいく事業イメージ

（あれば）を列挙 

・ 次年度以降も継続的に協議会を開催し、調査結果や課題整理マップを活用し、市独自の孤独・孤立対策
（アプローチ層の検討や周知方法など）に関する議論を深める。 

８．孤独・孤立対策を公表した際の反響 

・ 2 月 21 日に報道発表を実施。次年度当初予算概要とともに、市が重点的に取り組む事業として記事掲
載。 

・ 3月に孤独・孤立対策の特設ページを市ホームページ内に設置。 

 

◆詳細情報：試行的事業の実施結果 

 

【須坂市版孤独・孤立実態調査（人々のつながりに関するアンケート調査）】 

◼ 16 歳以上の市民を母集団として 2,000 件を無作為抽出し、調査票を配布。有効回答数 799 件を回

収（有効回収率 40.0％）。なお、回答は紙とオンラインを併用した。 

◼ 孤独状態にある人は市民の 3.4%と推計された（16 歳以上人口の約 1,500 人）。直接質問、間接質問

ともに国よりも孤独スコアが低かった。 

◼ 全体よりも孤独感が強い層の例として、下記等が挙げられた。 

➢ 30～50 代の中年層 

➢ 女性 

➢ 性的マイノリティ（性別「その他」） 

➢ 居住年数が短い層 

➢ 未婚者・離別者 

➢ 独居者 

➢ 生活困窮者 

◼ 調査結果は、須坂市孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進協議会にて報告がなされた。協

議会の委員からは、調査結果について「やはりなと思った」「面白い結果が出ている」「これからや

らなきゃいけないことが色々あるんだなということを痛感した」といった感想が聞かれるとともに、

「（調査結果を）色々なところで活かしていければいい」というように、引き続き調査結果を活用し

て孤独・孤立対策を検討することへの表明がなされた。 
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図表 「須坂市版孤独・孤立実態調査（人々のつながりに関するアンケート調査）」調査票表紙 
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図表 「須坂市版孤独・孤立実態調査（人々のつながりに関するアンケート調査）」結果抜粋 

 

出所）須坂市「須坂市 人々のつながりに関するアンケート調査 結果報告書」 
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【協議会開催による市課題の検討】 

◼ PF 会議の開催に向けた準備会を含めて、協議会を 2 回開催した。 

 

図表 須坂市孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進協議会設置要綱 

 



 

 20 

 

出所）須坂市「須坂市孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進協議会設置要綱」 

 

 

【孤独・孤立対策相談支援マップ作成】 

◼ 孤独・孤立に関する庁内外の対応状況やリソースを把握するため、関係課（福祉課・高齢者福祉課、

学校教育課、子ども課、健康づくり課、人権同和・男女共同参画課・市民課）にヒアリングを行っ

た。ヒアリング結果はとりまとめ、須坂市孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進協議会に

て報告がなされたほか、須坂市ホームページ内で公表されている。 
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図表 孤独・孤立対策相談支援マップ作成にあたってのヒアリング結果 まとめ抜粋 

 

出所）須坂市「孤独・孤立対策に向けた連携体制構築のためのヒアリング結果まとめ」 
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【孤独・孤立対策や相談体制等の市民周知】 

◼ 令和 5 年 2 月 21 日の市長定例記者会見にて、本事業についての報道発表を行った。 

◼ 3 月には、住民周知のため、「「孤独・孤立」にさせないまちへの取組について」というページを市

HP 内に作成・公表した。 

 

図表 令和 5 年 2 月 21 日 第 227 回市長定例記者会見資料 
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出所）須坂市「2023 年 2 月 21 日 第 227 回市長定例記者会見資料」 
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4. 連携ＰＦの行程および実務上の留意点 

（ア）初期段階 

① 主担当部署の設定 

■首長主導で始動し、全庁的に取組を推進 
・ 当初は首長主導で孤独・孤立対策を進めることが決定した。新規の取組であ

り、全庁的な取組になるため、総務部政策推進課と、福祉にかかわる取組で
あるため、福祉部門で企画能力を有し、支援関係者との関係も有する健康福
祉部福祉課が主導することとなった。 

② 地域の現状把握 

■既存調査をもとに、「孤独・孤立」に関する現状を把握 

・ 令和 2 年「地域福祉に関する市民意識調査」や令和 4 年「健康意識に関する
アンケート調査」等の関連調査を多数実施。それらの中で、支援が必要でも
「助けて」といえない住民が一定程度いることが明らかになっている。 

・ その他、個別ケースについて社会福祉協議会等で多数把握。 

③ 
連携 PFの 

運営形態の検討 

■既存の会議体を PF設立に向けて活用 

・ 関連する会議体のうち特に重要なものとしては、「須坂市地域福祉計画策定
推進作業班会議」がある。これは主には地域福祉計画策定のための会議だ
が、その後の取組のモニタリング等の役割も担っている。 

・ その他個別分野における会議体として、「須坂市自殺予防対策連絡会議」「須
坂市生活困窮者自立支援連携調整会議」「虐待被害者等支援対策連絡協議
会」等がある。 

（イ）準備段階 

① 

連携 PF

の企画・ 

設計 

運営 

方針 

■「孤独・孤立」を新たな問題として捉えなおす 

・ 引きこもりや虐待等の特定の事象、あるいは高齢者や障がい者等の特定の
対象については、これまで健康福祉部をはじめとする関連部局による取組で
カバーされてきた。 

・ そのため「孤独・孤立」を新たな問題として捉え、対象等についても改めて
PF内で検討することとした。 

主要 

機能・

施策 

■目的・方針に関する検討・議論の場として PFを位置づけ 

・ 試行的事業内で調査を実施し、また市内リソースの整理を行うが、 PF は、そ
れらの結果を踏まえて、支援の対象や孤独・孤立対策として取り組むべき内
容、また関係者の役割分担等を協議するために設立することとした。 

・ 個別の施策や個別ケースについての議論ではなく、PF では施策の方針や目
的等、全体にかかわる事柄についての検討を実施、関係主体間で合意形成を
行う段階から、外部団体を交えて進めた。 

② 

連携 PF 

参加者の 

検討 

庁内 

■「孤独・孤立」に関係しうる課が新規に参加 

・ 政策推進課と福祉課が PFを主導（会長は健康福祉部長、事務局は福祉課）。 

・ 須坂市地域福祉計画策定推進作業班会議の構成員を主とするが、 
産業連携開発課等が加わった形になっている。 
これは孤独・孤立対策には就労等も関係するためである。 

外部 

団体 

■追加メンバーについて PF準備会議にて議論 
・ 須坂市地域福祉計画策定推進作業班会議の構成員を主とするが、さらに須

坂市生活就労支援センターや須高地域総合支援センター、（株）ドリームシー
ドの関係者や、長野人権擁護委員協議会須高支部の人権擁護委員、民生委員
等を加えている。追加メンバーは準備会での議論を経て決定した。 

・ 外部団体・有識者を交えて、現状把握・方針策定の段階から PFにて議論。 
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（ウ）設立段階 

① 
連携 PF内での 

連携・協業 

■要支援者側と支援者側の双方について現状を改めて調査・整理 

・ PFにて、試行的事業内で実施した市民調査結果を共有し、須坂市における 
孤独・孤立の現状についての認識を共有した。 

・ 要支援者側の現状（市民調査）と支援者側の現状（マップ）の双方について正
しく理解するところから始めることとした。 

・ PF にて、試行的事業内で整理した市内リソースについてのマップを共有し、
須坂市における孤独・孤立に関する取組の現況を把握した。 

・ 各分野で進めてきた支援内容や各分野がもつ地域資源をあらためて「見える
化」するとともに、「孤独・孤立対策」という分野横断型の支援体制を検討して
いく。 

② 
域内住民・関係団体

への情報発信 

■定例記者会見や HPでの広報に加え、オンラインツールの活用についても研究 

・ 市では、メディア向けの定例記者会見での発表や、市 HP 等の市の媒体物を
用いての広報を行っている。 

・ 社会福祉協議会では、自身の事業内での広報・連絡に LINE 等のオンライン
ツールを活用し始めたところ、市民からの反響も大きく、また社会福祉協議
会側での連絡先の管理等にも役立っている。このこともあり、孤独・孤立対策
にもオンラインツールの活用可能性や有効性等についても研究を進めてい
く。 

③ 
優先的に取り組む

課題・今後の方針 

■予防的な観点も念頭において、PFにて課題や方針を議論 

・ 市民調査結果を踏まえて PF にて議論する予定のため、現時点では決まって
いないが、「孤独・孤立によって問題が深刻化する」、「孤独・孤立を防ぐこと
で問題が深刻化することを避けられる」といった予防的な観点も念頭におい
て検討を行っていく。 

・ 「優先的に取り組む課題・施策検討」の段階から外部団体を交えて議論する
点が須坂市の PFの特徴である。 
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コラム ～地域の支援団体から見た孤独・孤立対策と連携 PFの重要性～ 

須坂市社会福祉協議会 

 

 須坂市社会福祉協議会は、地域の民間福祉活動の拠点として活動している。 
 住みよい地域を目指して、自主事業や行政からの委託事業にも取り組んでいる。 

 

💡まずは「助けて」といえる関係づくりを 

・ 須坂市で過去に実施した調査の結果として、市民は自ら助けを求める声を上げにくいこと、一方で助け
を求められれば 9 割以上の人が助けてくださることが明らかとなった。それを踏まえ、本会は「助け合
い起こし」をキーワードに、まずは「助けて！」の声をあげよう、と呼びかけている。 

・ 須坂市は昔から、土地柄まじめな人や我慢してしまう人、人に迷惑をかけたくないという意識が強い人
が多いと思われ、一人で頑張りすぎてしまいなかなか「困った。」という声が聞こえてこない。 

・ 本会では、地域の課題が見つかると、課題の解決は地域住民の力に頼る。日ごろから地域の様々な住
民と顔が見える関係を築いていることが、いざというときの支え合い助け合いの関係として生きてく
る。「困っている人がいる」ということを地域に伝えると、多くの市民から助けの手が伸びてくる。この、
手を差し伸べてくださる協力者を、フットワーク軽くコーディネートしていくことが本会に求められてい
ることだと感じている。何はともあれ、まずは「助けて！」と声を上げやすい地域づくりが重要と考えて
いる。 

 

💡行政や市民主導の自治会等、様々なアクターによる連携・役割分担が重要 

・ 行政への期待としては、行政が有している地域等の情報について、可能な範囲でより迅速に・適切に共
有を受けながら活動をしていきたい。また、行政に対しては、市民や自治会等からあがってきた要望等
を行政にあげることも役割の一つだと感じている。 

・ 行政以外の孤独・孤立に深く関係する組織として、地域の自治会等の民間団体・地縁団体が挙げられ
る。自治会には、本会の自主事業である地域の集い場事業（「ふれあいサロン」）の企画や運営を主導し
てもらっており、市民の交流・社会参加の機会を設けてもらっている。ふれあいサロンでは、飲食や体
操や、趣味の披露・発表会、看護師 OB による健康に関する指導等が活発に行われており、その際のサ
ポートなどを行っている。あくまでも主導するのは各地区の住民であり、本会はそれをサポートすると
いうスタンスである。 

・ しかし、ふれあいサロンは、これまで市内 100 か所以上で開催をしていたのだが、新型コロナウイルス
感染症の広がりにより、多くが活動を休止している。また活動内容としては飲食が難しくなり、体操な
どへ切り替えながら再開に取り組んでいる。 

・ そのほかの事業としては、普段外出の機会が少ない住民を対象に、民生委員等に参加者を取りまとめ
ていただきボランティアが連れ立って外出する「いきいき外出」事業などを行っている。この事業も、ボ
ランティアの方々が主導して行き先等の決定や日程などを楽しみながら企画され、参加者の皆様にも
大いに好評をいただいている。 

 

💡今後は、若い世代の意見の反映も必要 

・ 今後は、高校生や大学生のような若年層にも様々な活動に参加してほしいと思っている。社会福祉協
議会の取組でも、新しい取組を始めると、新しいボランティアや協力者が出てくるということもあり、
全体としてそのようなことが増えていくと良いと考えている。 

・ 地域福祉計画策定推進作業班にも、高校生や大学生等が入っても良いと思う。また作業班には入らな
いにしても、そうした若年層の意見を聞く場はあって良いだろう。選挙権の引き下げ等があったこと
を考えても、若年層の意見は今以上に反映されて良いのではないか。 
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5.自治体等との打合せ記録一覧  
No. 日時 打合せ相手団体 議題 

1 
11/28(月) 

8:30-9:30 
須坂市 調査の進め方や事務手続きについて 

2 
12/5(月) 

15:30-17:00 
須坂市・SCOP 市のこれまでの取組や課題意識等について 

3 
12/21(水) 

9:00-10:00 
須坂市・SCOP 

試行的事業の進め方（調査項目等）や実施方針につい
て 

4 
1/18(水) 

15:30-16:30 
須坂市・SCOP 試行的事業の進捗や今後の進め方について 

5 
2/27(月) 

13:30-15:00 
須坂市ほか 協議会傍聴 
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